


支払残高
300万円

車両価格
260万円1、
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O 万円
場合

ケガや病気、

免許証の返納などで

運転ができなくなった時は、

返却時の支払残高と

車両価格との差額は

支払い不要です。

一支払残高

購入 1 年後 2年後 3年後 4年後 5年後
----•予想車両価格

ご利用条件

◎◎ 
対象者

60歳～84歳のドライバー で、

らくちんプラン(5年）を
ご契約された方

〈らくちんプラン〉

返却時期

ぐ
対象車種例

●アクア

●カロ ーラツ ー リング

●シエンタ

●プリウス

●ライズ

●カロ ーラアクシオ

●カロ ーラ

●カロ ーラスポ ーツ

●パッソ

●ヤリス・ヤリスクロス

●ルー ミ ー

●カロ ーラフィ ールダー

■設定残価は、車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。

B 
遮却条件

病気、ケガ、死亡等により
運転が困難になった場合

および運転能力低下等により
免許証を返納した場合

■ご購入いただいた販売店に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合(※1)、 およびご購入いただいた販売店に車両をご返却の場合(※2)、最終月の

お支払いは不要ですが、 車両状態が事前に定めた規定外である場合には、 別途精算金をいただきます。

■お買い上げ(※3)の際に再クレジットも選択もできますが、その際には、別途条件がございます。詳しくは販売店スタッフにお問合せください。

〈シニア向け安心特約〉
■途中解約が可能となるのは、以下の事由が発生した結果として、自動車の購入者が運転困難となった場合です。

0死亡。

0傷害・疾病により次のような状態となること。

●障害者手帳が交付される障害を被ること。

●公的介護保険制度に基づく要介護認定を受けること。

●全治見込90日以上と医師により診断された状態となること。ただし、慢性疾患で、 かつ自動車を運転することに支障がない疾病の場合は除く。

◎運転能力低下等による運転免許証の返納。

0道路交通法第103条第1項第1号、 第1号の2または第2号の規定により免許が拒否され、もしくは保留されること。

OOから〇以外の事由で、自動車の購入者からの申し出を受け、トヨタファイナンス株式会社が、自動車の購入者が運転困難となる事由として個別に認めた事由。

■上記の返却事由の発生が確認できる書類（診断書や運転経歴証明書等）の提出が必要となります。

■車両の状態が事前に定めた規定外である場合には途中返却をお受けできません。

■クレジット契約のお支払金の遅延がある場合は途中解約のお申出をお受けできません。

■クレジット契約中に本特約の解約やクレジット契約を早期完済する場合であっても、特約料は返還されません。

■クレジット契約の期間中に返却事由の発生が既に明らかな場合は本特約を申し込むことができません。

■途中解約希望支払期日がクレジット契約の賦払金の12回目以前の支払期日である場合、本特約にもとづく途中解約をお受けできません。

ただし、上記00,0,0の事由に該当する場合はお申出が可能です。

ご利用にあたっての詳しい内容は店頭スタッフまでお尋ねください。




